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(54)【発明の名称】 診断情報生成装置および超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  超音波診断用の情報を汎用のデータ通信規格
の範囲内の速度でワイヤレス通信する診断情報生成装
置、および、そのような診断情報生成装置を用いる超音
波診断装置を実現する。
【解決手段】  第１の部分１００は、超音波を送波して
そのエコーを受信する超音波送受信手段７０２と、受信
したエコーに基づいて診断用のディジタルデータを生成
するデータ生成手段７０４と、ディジタルデータを圧縮
するデータ圧縮手段７０６と、圧縮したデータをワイヤ
レスで外部に送信するデータ通信手段７０８とを具備す
る。第２の部分は、送信されたデータを受信するデータ
通信手段９０２と、受信したデータを伸張するデータ伸
張手段９０４と、伸張したデータに基づいて表示用の情
報を生成する情報生成手段９０６とを具備する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波を送波してそのエコーを受信する
超音波送受信手段と、
前記受信したエコーに基づいて診断用のディジタルデー
タを生成するデータ生成手段と、
前記ディジタルデータを圧縮するデータ圧縮手段と、
前記圧縮されたデータをワイヤレスで外部に送信するデ
ータ通信手段と、を具備することを特徴とする診断情報
生成装置。
【請求項２】  前記データ圧縮手段は汎用のデータ圧縮
規格に基づく圧縮を行う、ことを特徴とする請求項１に
記載の診断情報生成装置。
【請求項３】  前記データ通信手段は汎用のデータ通信
規格に基づく通信を行う、ことを特徴とする請求項１ま
たは請求項２に記載の診断情報生成装置。
【請求項４】  前記データ通信手段は電波による通信を
行う、ことを特徴とする請求項１ないし請求項３のうち
のいずれか１つに記載の診断情報生成装置。
【請求項５】  前記データ通信手段は光による通信を行
う、ことを特徴とする請求項１ないし請求項３のうちの
いずれか１つに記載の診断情報生成装置。
【請求項６】  前記ディジタルデータは音線データであ
る、ことを特徴とする請求項１ないし請求項５のうちの
いずれか１つに記載の診断情報生成装置。
【請求項７】  前記音線データは前記エコーの受信信号
を検波および対数化して得られたものである、ことを特
徴とする請求項６に記載の診断情報生成装置。
【請求項８】  前記音線データは前記エコーの受信信号
を自己相関して得られたものである、ことを特徴とする
請求項６に記載の診断情報生成装置。
【請求項９】  前記超音波送受信手段は前記データ通信
手段の通信フレームの終了後に送受信を行う、ことを特
徴とする請求項１ないし請求項８のうちのいずれか１つ
に記載の診断情報生成装置。
【請求項１０】  超音波を利用して診断用の情報を生成
する第１の部分および前記情報に基づいて表示用の情報
を生成する第２の部分を有する超音波診断装置であっ
て、
前記第１の部分は、
超音波を送波してそのエコーを受信する超音波送受信手
段と、
前記受信したエコーに基づいて診断用のディジタルデー
タを生成するデータ生成手段と、
前記ディジタルデータを圧縮するデータ圧縮手段と、
前記圧縮されたデータをワイヤレスで外部に送信するデ
ータ通信手段と、を具備し、
前記第２の部分は、
前記送信されたデータを受信するデータ通信手段と、
前記受信されたデータを伸張するデータ伸張手段と、
前記伸張されたデータに基づいて表示用の情報を生成す*
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*る情報生成手段と、を具備する、ことを特徴とする超音
波診断装置。
【請求項１１】  前記データ圧縮手段は汎用のデータ圧
縮規格に基づく圧縮を行う、ことを特徴とする請求項１
０に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】  前記データ通信手段は汎用のデータ通
信規格に基づく通信を行う、ことを特徴とする請求項１
０または請求項１１に記載の超音波診断装置。
【請求項１３】  前記データ通信手段は電波による通信
を行う、ことを特徴とする請求項１０ないし請求項１２
のうちのいずれか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項１４】  前記データ通信手段は光による通信を
行う、ことを特徴とする請求項１０ないし請求項１２の
うちのいずれか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項１５】  前記ディジタルデータは音線データで
ある、ことを特徴とする請求項１０ないし請求項１４の
うちのいずれか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項１６】  前記音線データは前記エコーの受信信
号を検波および対数化して得られたものである、ことを
特徴とする請求項１５に記載の超音波診断装置。
【請求項１７】  前記音線データは前記エコーの受信信
号を自己相関して得られたものである、ことを特徴とす
る請求項１５に記載の超音波診断装置。
【請求項１８】  前記超音波送受信手段は前記データ通
信手段の通信フレームの終了後に送受信を行う、ことを
特徴とする請求項１０ないし請求項１７のうちのいずれ
か１つに記載の超音波診断装置。
【請求項１９】  前記情報生成手段は前記音線データに
ついて音線空間の座標を実空間の座標に変換する、こと
を特徴とする請求項１０ないし請求項１８のうちのいず
れか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項２０】  前記第１の部分は携帯可能な機器であ
る、ことを特徴とする請求項１０ないし請求項１９のう
ちのいずれか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項２１】  前記第２の部分は携帯可能な汎用の情
報機器である、ことを特徴とする請求項１０ないし請求
項２０のうちのいずれか１つに記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は診断情報生成装置お
よび超音波診断装置に関し、特に、超音波を利用して診
断情報を生成する装置および超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】超音波診断装置は、診断対象の内部を超
音波ビーム（ｂｅａｍ）で走査してエコー（ｅｃｈｏ）
を受信し、エコーの強度に対応した画像データ（ｄａｔ
ａ）を求め、それによっていわゆるＢモード（ｍｏｄ
ｅ）画像を生成する。これはＢモード撮影とも呼ばれ
る。
【０００３】また、エコーのドップラシフト（Ｄｏｐｐ
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ｌｅｒ  ｓｈｉｆｔ）を求め、それに基づいて血流等の
流速分布を表すカラー（ｃｏｌｏｒ）画像すなわちいわ
ゆるカラードップラ画像を生成する。あるいは、ドップ
ラ信号のパワー（ｐｏｗｅｒ）を表すカラー画像すなわ
ちいわゆるパワードップラ画像を生成する。これはカラ
ードップラ撮影とも呼ばれる。さらに、ドップラ信号の
周波数を分析してスペクトル（ｓｐｅｃｔｒａ）を表示
するとともに音響（Ｄｏｐｐｌｅｒ  ｓｏｕｎｄ）信号
として出力することが行われる。これはドップラ診断と
も呼ばれる。
【０００４】特開昭５３－１０８６９０号公報に、超音
波診断装置を２つの部分に分けて構成する技術が示され
ている。２つの部分の一方は、診断対象の内部を超音波
ビームで走査してエコーを受信し、それに基づいて診断
用の情報を生成する機器として構成される。他方は、診
断用の情報に基づいて表示用の情報を生成する機器とし
て構成される。診断用の情報は、無線通信によって一方
の機器から他方の機器に伝達される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】上記の無線通信には、
診断のリアルタイム（ｒｅａｌ  ｔｉｍｅ）性を維持す
るために、数Ｍｂｙｔｅｓ／ｓｅｃ程度の高速性が要求
される。そのような通信速度は、例えばＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ等汎用の無線通信規格に基づく通信手段で実現可能
な通信速度をはるかに超える。このため、汎用の通信手
段を利用することができず、専用の通信手段を特別に製
作しなければならない。
【０００６】そこで、本発明の課題は、超音波診断用の
情報を汎用のデータ通信規格の範囲内の速度でワイヤレ
ス（ｗｉｒｅｌｅｓｓ）通信する診断情報生成装置、お
よび、そのような診断情報生成装置を用いる超音波診断
装置を実現することである。なお、本書において、ワイ
ヤレス通信とは、空間を伝搬する電波や光等を利用する
通信を意味する。
【０００７】
【課題を解決するための手段】（１）上記の課題を解決
するためのひとつの観点での発明は、超音波を送波して
そのエコーを受信する超音波送受信手段と、前記受信し
たエコーに基づいて診断用のディジタルデータを生成す
るデータ生成手段と、前記ディジタルデータを圧縮する
データ圧縮手段と、前記圧縮されたデータをワイヤレス
で外部に送信するデータ通信手段と、を具備することを
特徴とする診断情報生成装置である。
【０００８】この観点での発明では、超音波を送波して
そのエコーを受信し、エコー受信信号に基づいて診断用
のディジタルデータを生成し、このデータを圧縮してワ
イヤレスで外部に送信するので、超音波診断用の情報を
汎用のデータ通信規格の範囲内の速度でワイヤレス通信
することができる。
【０００９】（２）上記の課題を解決するための他の観
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点での発明は、超音波を利用して診断用の情報を生成す
る第１の部分および前記情報に基づいて表示用の情報を
生成する第２の部分を有する超音波診断装置であって、
前記第１の部分は、超音波を送波してそのエコーを受信
する超音波送受信手段と、前記受信したエコーに基づい
て診断用のディジタルデータを生成するデータ生成手段
と、前記ディジタルデータを圧縮するデータ圧縮手段
と、前記圧縮されたデータをワイヤレスで外部に送信す
るデータ通信手段と、を具備し、前記第２の部分は、前
記送信されたデータを受信するデータ通信手段と、前記
受信されたデータを伸張するデータ伸張手段と、前記伸
張されたデータに基づいて表示用の情報を生成する情報
生成手段と、を具備する、ことを特徴とする超音波診断
装置である。
【００１０】この観点での発明では、第１の部分によ
り、超音波を送波してそのエコーを受信し、エコー受信
信号に基づいて診断用のディジタルデータを生成し、こ
のデータを圧縮してワイヤレスで外部に送信するので、
超音波診断用の情報を汎用のデータ通信規格の範囲内の
速度でワイヤレス通信することができる。
【００１１】また、前記第２の部分により、前記送信さ
れたデータを受信して伸張し、伸張されたデータに基づ
いて表示用の情報を生成するので、リアルタイムの表示
用の情報を得ることができる。表示用の情報は、Ｂモー
ド画像、カラードップラ画像、パワードップラ画像、ド
ップラスペクトル、ドップラ音響等であってよい。
【００１２】前記データ圧縮手段は汎用のデータ圧縮規
格に基づく圧縮を行うことが、調達が容易な点で好まし
い。汎用のデータ圧縮規格は、ＪＰＥＧ、ＭＰＥＧ等で
あってよい。
【００１３】前記データ通信手段は汎用のデータ通信規
格に基づく通信を行うことが、調達が容易な点で好まし
い。前記データ通信手段は電波による通信を行うこと
が、情報の到達性が良い点で好ましい。その場合のデー
タ通信規格は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＣＤＭＡ２００
０、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＳＷＡＰ等であってよい。
【００１４】前記データ通信手段は光による通信を行う
ことが、消費電力が少ない点で好ましい。その場合のデ
ータ通信規格は、ＩｒＤＡ等であってよい。前記ディジ
タルデータは音線データであることが、圧縮前のデータ
処理を必要最小限にする点で好ましい。
【００１５】前記音線データは前記エコーの受信信号を
検波および対数化して得られたものであることが、Ｂモ
ード撮影を行う点で好ましい。前記音線データは前記エ
コーの受信信号を自己相関して得られたものであること
が、カラードップラ撮影を行う点で好ましい。
【００１６】前記超音波送受信手段は前記データ通信手
段の通信フレームの終了後に送受信を行うことが、デー
タ通信と協調して超音波送受信を行う点で好ましい。前
記情報生成手段は前記音線データについて音線空間の座
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標を実空間の座標に変換することが、撮影対象の形状を
正しく示す画像情報を生成する点で好ましい。
【００１７】前記第１の部分は携帯可能な機器であるこ
とが、使用場所の自由度が増す点で好ましい。前記第２
の部分は携帯可能な汎用の情報機器であることが、調達
が容易な点で好ましい。この場合、情報機器は携帯型の
パーソナルコンピュータ、携帯情報端末、携帯電話等で
あってよい。
【００１８】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を詳細に説明する。なお、本発明は実施の形態
に限定されるものではない。図１に、超音波診断装置の
ブロック図を示す。本装置は本発明の実施の形態の一例
である。本装置の構成によって、本発明の装置に関する
実施の形態の一例が示される。
【００１９】同図に示すように、本装置は、超音波機器
１００および情報機器３００の２つの機器からなる。超
音波機器１００および情報機器３００は、それぞれ本発
明における第１の部分および第２の部分の実施の形態の
一例である。超音波機器１００は、また、本発明の診断
情報生成装置の実施の形態の一例である。本装置の構成
によって、本発明の診断情報生成装置に関する実施の形
態の一例が示される。
【００２０】超音波機器１００は、超音波トランスデュ
ーサアレイ（ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒａｒｒａｙ）６００
を有する。超音波トランスデューサアレイ６００は例え
ば１次元のアレイであり、６４～１２８個の超音波振動
子６０２からなる。超音波振動子６０２は例えばＰＺＴ
（チタン（Ｔｉ）酸ジルコン（Ｚｒ）酸鉛）セラミック
ス（ｃｅｒａｍｉｃｓ）等の圧電材料によって構成され
る。
【００２１】超音波トランスデューサアレイ６００は、
例えば超音波の放射方向に円弧状に張り出したアレイ、
すなわちいわゆるコンベックスアレイ（ｃｏｎｖｅｘ  
ａｒｒａｙ）となっている。
【００２２】超音波トランスデューサアレイ６００にお
けるすべての超音波振動子６０２は、個々に切換器６０
４に接続される。切換器６０４は、超音波トランスデュ
ーサアレイ６００において超音波の送受信に関わる所定
数の超音波振動子６０２を選択する。選択される超音波
振動子６０２の数は例えば１６であるが、これに限らず
適宜の複数であってよい。
【００２３】選択された例えば１６個の超音波振動子６
０２は、超音波送受信用のアパーチャ（ａｐｅｒｔｕｒ
ｅ）を構成する。アパーチャを構成する１６個の超音波
振動子の組み合わせは逐次変更される。これによって、
アパーチャは超音波トランスデューサアレイ６００の一
端側から他端側まで順次移動する。このような切換器６
０４の動作は、後述の制御部２１２による制御の下で行
われる。
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【００２４】超音波機器１００は、また、送受切換部２
０２を有する。送受切換部２０２には、切換器６０４、
駆動部２０４および受信部２０６が接続される。送受切
換部２０２は、通信時に駆動部２０４から出力される駆
動信号を切換器６０４に入力する。駆動信号は、アパー
チャを構成する複数の超音波振動子６０２に対応した複
数（例えば１６）の駆動信号である。個々の駆動信号に
は送波超音波のビームフォーミング（ｂｅａｍｆｏｒｍ
ｉｎｇ）を行うための位相差が付与されている。切換器
６０４に入力された複数の駆動信号は、アパーチャを構
成する複数の超音波振動子６０２にそれぞれ印加されて
超音波ビームを送波させる。
【００２５】この超音波のエコーが、アパーチャを構成
する複数の超音波振動子６０２によってそれぞれ受信さ
れる。送受切換部２０２は、受信時には、切換器６０４
を通じて出力される複数（例えば１６）のエコー受信信
号を受信部２０６に入力する。受信部２０６はそれらエ
コー受信信号にエコーのビームフォーミングを行うため
の位相差を付与して全加算し、１音線分のエコー受信信
号を生成する。このような送受信が、切換器６０４によ
ってアパーチャを逐次移動させながら行われる。
【００２６】超音波トランスデューサアレイ６００がコ
ンベックスアレイであることにより、図２に示すよう
に、超音波ビームすなわち音線８０２の放射点８００が
円弧状の軌跡８０４に沿って移動し、扇面状の２次元領
域８０６をθ方向に走査して、いわゆるコンベックスス
キャンが行われる。
【００２７】なお、超音波トランスデューサアレイ６０
０は、上記のような構成に限らず適宜の構成としてよ
い。また、１次元アレイに限らず２次元アレイであって
よい。その場合、切換器６０４、駆動部２０４および受
信部２０６の構成も超音波トランスデューサアレイ６０
０に合わせた適宜の構成とする。
【００２８】受信部２０６が生成したエコー受信信号は
診断情報生成部２１０に入力される。診断情報生成部２
１０は、エコー受信信号に基づいて所定の診断用のディ
ジタルデータを生成する。診断用のディジタルデータは
例えばＢモード撮影用データである。Ｂモード撮影用デ
ータは、エコー受信信号を検波しその対数を求めること
により生成される。Ｂモード撮影用データは音線ごとに
生成される。
【００２９】診断用のディジタルデータはＢモード撮影
用データに限るものではなく、エコー受信信号のドップ
ラシフトに基づくカラードップラ撮影用データであって
よい。あるいは、ドップラ診断用データであってよい。
【００３０】カラードップラ撮影用データは、エコー受
信信号の自己相関演算によって生成される。カラードッ
プラ撮影用データは流速、分散、パワー等をそれぞれ表
すデータである。カラードップラ画像用データも音線ご
とに生成される。以下、音線ごとに生成されるデータを



(5) 特開２００３－２６５４６８

10

20

30

40

50

7
音線データともいう。
【００３１】ドップラ診断用データは、ドップラ信号の
スペクトルを表すデータやドップラ音響を表すデータで
ある。ドップラ信号のスペクトルを表すデータは、ドッ
プラ信号を周波数分析することにより生成される。ドッ
プラ音響を表すデータは、ドップラ信号の各瞬時値を求
めることによって生成される。
【００３２】診断情報生成部２１０の出力データについ
て、圧縮部２１６でデータ圧縮が行われる。データ圧縮
は汎用のデータ圧縮規格に基づいて行われる。汎用のデ
ータ圧縮規格に基づくデータ圧縮を行うことにより、圧
縮部２１６を構成する回路部品は市場での調達が容易と
なる。汎用のデータ圧縮規格はＪＰＥＧやＭＰＥＧ等で
あってよい。また、ドップラ音響を表すデータを圧縮す
る汎用のデータ圧縮規格はＭＰ３であってよい。
【００３３】圧縮部２１６によるデータ圧縮は、例えば
音線ごとに行われる。このようにすることにより、圧縮
前の予備的なデータ処理を必要最小限にすることができ
る。データ圧縮は、複数の音線データの集まりからなる
２次元データについて行うようにしてもよい。これによ
って、効率の良い圧縮を行うことができる。
【００３４】圧縮されたデータは、通信部２１８により
外部にワイヤレスに通信される。ワイヤレス通信には例
えば電波が用いられる。電波は途中に家屋の壁等があっ
てもそれを通過することが可能である。したがって、情
報の到達性が良い点で好ましい。ワイヤレス通信には例
えば赤外線等の光を用いてもよい。光を用いることは消
費電力が少ない点で好ましい。
【００３５】ワイヤレス通信は、汎用のデータ通信規格
に基づいて行われる。汎用のデータ通信規格を採用する
ことにより、通信部２１８を構成する回路部品の市場で
の調達が容易となる。汎用のデータ通信規格は、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ、ＣＤＭＡ２０００、ＩＥＥＥ８０２．１
１、ＳＷＡＰ、ＩｒＤＡ等であってよい。
【００３６】それら通信規格によるデータ通信の速度
は、例えばＩｒＤＡの物理層（ｐｈｙｓｉｃａｌ  ｌａ
ｙｅｒ）仕様バージョン１．４によれば、最速で１６Ｍ
ｂｐｓであるが、データを圧縮して通信するので、圧縮
前のデータに換算すれば２Ｍ～数Ｍｂｙｔｅｓ／ｓｅｃ
の通信速度でのデータ通信は十分に可能である。したが
って、リアルタイム性が要求される超音波診断用のデー
タを適正に通信することができる。
【００３７】超音波機器１００は、また、制御部２１２
を有する。制御部２１２は、切換器６０４および駆動部
２０４ないし通信部２１８にそれぞれ所定の制御信号を
与えて、それらの動作を制御する。被制御の各部からは
制御部２１２にステータス（ｓｔａｔｕｓ）信号等が返
される。なお、送受切換部２０２は一般的に受動素子の
みで構成され送受切換が自動的に行われるので、制御信
号の供給は不要であるが、能動素子で構成した場合は制
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御信号の供給が必要になるのはいうまでもない。
【００３８】制御部２１２による制御の下で、超音波の
送受信は、通信部２１８による通信のフレーム（ｆｒａ
ｍｅ）が１つ終了するたびにに行われる。これによっ
て、通信との協調性の良い超音波送受信を行うことがで
きる。
【００３９】超音波機器１００は、さらに、電源部２１
４を有する。電源部２１４は、電池１０７の電力を超音
波機器１００内の各部に電源として供給する。各部への
電力の供給はそれぞれに適した形態に変換した上で行わ
れる。電力の形態の変換はＤＤＣ／ＤＣコンバージョン
（ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ）等によって行われる。電源部
２１４も制御部２１２の制御下にある。
【００４０】情報機器３００は、通信部４００を有す
る。通信部４００は、超音波機器１００における通信部
２１８のデータ通信相手となる。両者は汎用のデータ通
信規格に基づく通信を行う。
【００４１】情報機器３００は、また、ＣＰＵ（Ｃｅｎ
ｔｒａｌ  ＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＵｎｉｔ）４０２を有
する。ＣＰＵ４０２には、通信部４００から受信データ
が入力される。受信データは圧縮データである。ＣＰＵ
４０２は圧縮データの伸張を行う。データ伸張はデータ
圧縮に用いた汎用の圧縮規格に則って行われる。これに
よって、診断情報生成部２１０が生成した診断用のディ
ジタルデータが復元される。
【００４２】ＣＰＵ４０２にはメモリ（ｍｅｍｏｒｙ）
４０４が接続される。復元された診断用のディジタルデ
ータはメモリ４０４に記憶される。メモリ４０４には、
ＣＰＵ４０２を動作させるための所要のプログラム（ｐ
ｒｏｇｒａｍ）が記憶されている。記憶されるプログラ
ムは、例えば  汎用のＯＳであり、このＯＳの下で動作
する各種のアプリケーションプログラムである。それら
アプリケーションプログラムの中に超音波診断用のアプ
リケーションプログラムが含まれる。
【００４３】超音波診断用のアプリケーションプログラ
ムは、診断用のデータに基づいて表示用の情報を生成す
るプログラムである。それらのプログラムは、Ｂモード
撮影用データに基づいてＢモード画像を生成する。ま
た、カラードップラ撮影用データに基づいてカラードッ
プラ画像やパワートップラ画像を生成し、ドップラ診断
用データに基づいてスペクトル画像やドップラ音響を生
成する。
【００４４】超音波診断用のアプリケーションプログラ
ムは、ＤＳＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ  Ｓｃａｎ  Ｃｏｎｖｅ
ｒｓｉｏｎ）プログラムを含む。これは、音線空間の座
標を実空間の座標に変換するプログラムである。このよ
うな座標変換により、Ｂモード画像やカラードップラ画
像等が、撮影対象の形状を正しく示すものとなる。
【００４５】ＣＰＵ４０２にはグラフィックディスプレ
ー（ｇｒａｐｈｉｃ  ｄｉｓｐｌａｙ）３０１が接続さ
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9
れる。グラフィックディスプレー３０１は、ＣＰＵ４０
２から出力された画像情報を表示する。図３に、画像情
報の表示の一例を示す。同図はＢモード画像の表示例で
ある。ＣＰＵ４０２にはスピーカ（ｓｐｅａｋｅｒ）３
０５が接続される。ドップラ音響の出力はそれを通じて
行われる。
【００４６】グラフィックディスプレー３０１は、その
前面に透明なタッチセンサ（ｔｏｕｃｈ  ｓｅｎｓｏ
ｒ）３０３を有する。タッチセンサ３０３はＣＰＵ４０
２に接続される。タッチセンサ３０３の出力信号はＣＰ
Ｕ３０１に入力される。使用者は、グラフィックディス
プレー３０１に表示されたＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ
Ｕｓｅｒ  Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）をスタイラス（ｓｔｙ
ｌｕｓ）等で触れることにより、所望の操作指令をＣＰ
Ｕ４０２に入力することができる。なお、操作指令等の
入力部は、タッチセンサの代わりにキーボード（ｋｅｙ
ｂｏａｒｄ）等によって構成してもよい。
【００４７】情報機器３００は固有の電源部４０６を有
する。電源部４０６は電池４０８の電力を情報機器３０
０内の各部に供給する。この電源部４０６もＤＣ／ＤＣ
コンバータ等によって構成される。
【００４８】超音波機器１００および情報機器３００
は、それぞれ個別の機器として構成される。それらの機
器は、ワイヤレス通信が可能な範囲で別々な場所で使用
することができる。もちろん、ごく接近させて一個所で
使用してもよく、あるいは両者を合体させて使用しても
よい。このため、本装置は使用場所に関する自由度が大
きいものとなる。
【００４９】超音波機器１００および情報機器３００
は、いずれも携帯可能な機器として構成される。これに
よって、使用場所に関する自由度を有効に活用すること
ができる。その場合、超音波トランスデューサアレイ６
００および切換器６０４からなる部分を、超音波プロー
ブ（ｐｒｏｂｅ）として超音波機器１００とは別体に構
成し、両者を信号ケーブルで接続するようにしてもよ
い。
【００５０】情報機器３００としては、汎用の情報機器
が用いられる。汎用の情報機器は市場での調達が容易な
点で好ましい。汎用の情報機器は、例えば、携帯型のパ
ーソナルコンピュータ（ＰＣ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ  Ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ）である。あるいは、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ  Ｄａｔａ  Ａｓｓｉｓｔａｎ
ｔ）や携帯電話等であってよい。
【００５１】図４に、本装置の機能ブロック図を示す。
同図に示すように、超音波機器１００は、超音波送受信
部７０２、データ生成部７０４、データ圧縮部７０６お
よびデータ通信部７０８を有する。
【００５２】超音波送受信部７０２は、超音波を送波し
てそのエコーを受信し、エコー受信信号をデータ生成部
７０４に入力する。超音波送受信部７０２は、前述の超*
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*音波トランスデューサアレイ６００、切換器６０４、送
受切換部２０２、駆動部２０４および受信部２０６から
なる部分に相当する。超音波送受信部７０２は、本発明
における超音波送受信手段の実施の形態の一例である。
【００５３】データ生成部７０４は、エコー受信信号に
基づいて診断用のデータを生成してデータ圧縮部７０６
に入力する。データ生成部７０４は、前述の診断情報生
成部２１０に相当する。データ生成部７０４は、本発明
におけるデータ生成手段の実施の形態の一例である。
【００５４】データ圧縮部７０６は、入力データを圧縮
してデータ通信部７０８に入力する。データ圧縮部７０
６は、前述の圧縮部２１６に相当する。データ圧縮部７
０６は、本発明におけるデータ圧縮手段の実施の形態の
一例である。
【００５５】データ通信部７０８は、入力データを外部
に通信する。データ通信部７０８は、前述の通信部２１
８に相当する。データ通信部７０８は、本発明における
データ通信手段の実施の形態の一例である。
【００５６】情報機器３００は、データ通信部９０２、
データ伸張部９０４および情報生成部９０６を有する。
データ通信部９０２は、受信したデータをデータ伸張部
９０４に入力する。データ通信部９０２は、前述の通信
部４００に相当する。データ通信部９０２は、本発明に
おけるデータ通信手段の実施の形態の一例である。
【００５７】データ伸張部９０４は、入力データを伸張
して情報生成部９０６に入力する。データ伸張部９０４
は、前述のＣＰＵ４０２のデータ伸張機能に相当する。
データ伸張部９０４は、本発明におけるデータ伸張手段
の実施の形態の一例である。
【００５８】情報生成部９０６は、入力データに基づい
て表示用の情報を生成する。情報生成部９０６は、前述
のＣＰＵ４０２の表示情報生成機能に相当する。情報生
成部９０６は、本発明における情報生成手段の実施の形
態の一例である。
【００５９】以上、好ましい実施の形態の例に基づいて
本発明を説明したが、本発明が属する技術の分野におけ
る通常の知識を有する者は、上記の実施の形態の例につ
いて、本発明の技術的範囲を逸脱することなく種々の変
更や置換等をなし得る。したがって、本発明の技術的範
囲には、上記の実施の形態の例ばかりでなく、特許請求
の範囲に属するすべての実施の形態が含まれる。
【００６０】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ
れば、超音波診断用の情報を汎用のデータ通信規格の範
囲内の速度でワイヤレス通信する診断情報生成装置、お
よび、そのような診断情報生成装置を用いる超音波診断
装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の一例の装置のブロック図
である。
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【図２】音線走査の概念図である。
【図３】画像表示の一例を示す略図である。
【図４】本発明の実施の形態の一例の装置の機能ブロッ
ク図である。
【符号の説明】
１００  超音波機器
３００  情報機器
６００  超音波トランスデューサアレイ
６０４  切換器
２０２  送受切換部
２０４  駆動部
２０６  受信部
２１０  診断情報生成部
２１２  制御部 *
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*２１４  電源部
４０２  ＣＰＵ
４０４  メモリ
４０６  電源部
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解决的问题：实现一种诊断信息生成设备，其以通用数据通信标准范围
内的速度无线通信用于超声诊断的信息，以及使用这种诊断信息生成设
备的超声诊断设备。 解决方案：第一部分100是超声波发射/接收装置
702，用于发射超声波并接收其回波，数据产生装置704用于基于接收到
的回波产生用于诊断的数字数据， 提供了用于压缩数字数据的数据压缩
单元706和用于无线发送压缩数据的数据通信单元708。 第二部分包括：
数据通信单元902，其接收所发送的数据；数据解压缩单元904，其对所
接收的数据进行解压缩；以及信息生成单元906，其基于解压缩后的数据
来生成用于显示的信息。 有。
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